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O寒川町地区It画の区城内における建築物の制限に関する条例
(平成12年12月19日条例第35号)

(目的)

第1条 こ の条例は 廷 集基準法(昭和25年法律第201生 以下 「法Jと いう。)第68

条の2第1項の規定に基づき 地 区計画の区域内におけるた築物の敷地 神 進ユび

用途に関する制限を定めることにより、当蕨区城内における道正な都市機撹と健

全な都市衆坊を確保し、地区計画の目標を達成することを目的とする。

(用務のほ携)

第2条 こ の条例における用缶の言義は、送及び建築基準法施行令(昭和25年攻令第
338つ の例による。

(適用区顎)

第3条 こ の条例は、地区計画において地区幽杵‖画が定められている区"(以 下
「地区整備計画区域Jと いう。)で別表第1に掲げる区事に適用する。

健 築物の用途の制限)

第4条 前 客に規定する区域(その区坂に係る地区整備計画において、当隊区城を2

以上の地区に区分しているものにあつては、その区分されたそれぞれの地区の区

域とする。以下 「lt画地区Jと い,。)内における建築物の用途の制限は '叫表

第2に掲げるIt回地区わ区分に応じ、それぞれ同表(ア)櫛に掲げるものとする。

(建築物の延べ面積の政地面積に対する営J合の最高限度)

第5条 農 築物の延べ面積の致地面積に対する割合は 別 衰第2に掲げるtr画地区に

応し、同表(イ)相に掲げるものとする。

(盛築物の盛栄西者の政地面積に対する卸合の最高限度)

第6条 驚 築物の建築面積の敷地面積に対する割合は 別 衰第2に鍋げるEl画地区に

応じ、同表(ツ)鵜に掲げるものとする。

(建築物の承地面積の最低限度)

第7姿 驚 築物の敷地面積ほ 別 表第2にTSげる針回地区に応じ、それぞれ同表(工)

欄に掲げるものとする。

(登面の立にの制限)

第8条 建 築物の外匿又はこれに代わる柱(以下 f外墜等Jと いう。)の面から道路

境界擦ヌは廃地境界線までの巧蔵は、別表第2に掲げる計画地区に応し 同 表

(オ)欄に掲げるものとする。

偉 築物の高さの最高限度)

第9条 建 築物の前さは 別 表第21こ掲げるlt画地区に応じ そ れぞれ同表(力)欄に

掲げるものとする。

(建築物の形態又は意匠の制限)

第10条 建 築物の形態又は意匠のう1限は、別数第2に定める計画地区の区分に応

じ 同 表(キ)相に掲げるものとする。

(かき又はさくの構造の制限)

第11条 か さスはさくの縛道の制限は、別家第2に定める計画地区の区分に応じ、

同表(ク)相に掲げるものとする。

(建築物の敏地が地区目績計画区域の内外にわたる場合の措置)

第12条 建 築物の政地が当該地区割稿計画区城の内外にわたる場合における第4条

及び第7条の規定の適用については 当 弦建築物又はその承地の全部について、
これらの規定を適用する。



(建築物のま地が8t画地区の2以上にわたる場合の翔

第13条 廷 築物の政地が計画地区の2以上にわたる場合における第4条及び第7条の

規定の適用については、当核建築物又はその数社の全部について、当該敷地の過

半が存する計画地区に係る規定を適用する。

2 建 築物の欧地がrt画地区の2以上にわたる場合における第5条又は算6条の規定に

よる制限を、それぞれ法第52条第1項の規定による産集物の延べ面積の数地面積

に対する割合の瞑度又は法第53条第1項の規定による磨築物の建築面積の政地面

積に対する割合の限度とみなして、法第52条第5項又は法第53条第2項の規定を適

用する。              _

(敦地面積の制限の適用除外)

第14条 第 7条の規定の施行ヌは適用の環、現に建築物の敷地として仁用されてい

る土地で日条の規定に適合 しないもの又は現に存する所有権その他の権利に基づ

いて建築物の敷地として使用するならtE同条の犯tに 適合しないこととなる土地

について そ ら生部を一の敷地として使用する場合には、同条の規定は適用しな

い。ただし 次 の各号のいすれかに該当する土地については、この限りでない。

ll)算 ?案の規定を改正する条例による改正後の同条の規定の施行又は適用の

顔、改正前の同条の規定にと反している廷築物の敷地又は所有権その他の権利

に基づいて建築物の敷地として使用するならば改正前の同条の規定に達反する

こととなゎ土地

(2)第 7各の規定に適合するに至つた建築物の数地

(既存の建築物に対する制限の緩和)

第15条 法 第3条第2家の規定により第4条の規定の適用を受けない建築物につい

て 次 に掲げる範囲内において、増築又は改集をする場合においては、法第3条

第輸 号及び第4号の規定にかかわらず、第4条の規定は適用しない。

(1)増 築支は改築が基準時(法第3条第2項の規定により第4条又は第5条の適用を

受けない魅築物について、法第3条第2項の規定により引き統きそれらの規定

(それらの規定が改正された場合においては改正前の規定を含む。)の道帰を受

けない期間のお期をいう。以下この条において同じ。)における数地内におけ

るものであり、かつ、増票又は改築後における延ぺ面積及び建築面積が基準時

愛F墜&轟鍋尋緊奨済館ると岳皆写皆言管:2争
第1項お|ら第3項まで、荘舞53

〈2)増 実後の床面積の合Itは 基 準時における床面積の合計の1率 を超えない

ことめ

(3)増 築後の第4条の規定に適合しない用途に供する座築物の部分の床面積あ合

Ftは 基 準時におけるその部分の床面積の合tlの12倍 を超えないこと,

(4)第 4条の規定に適合 しない事由が原動機の出力 機 械の合鞍又は容騨 の容

とによる場合においては 増 集後のそれらの出力、台数又は容量の合甘は 基

準時におけるそれらの出力、台数又は容■の合計とする。

2 法 第3条第2項の規定により第5条の規定の適用を受けない廷築物について 次 に

掲げる範囲内において増築又は改案をする場合においては 法 第3条第3項第3,

及び第4'の 規定にかかわらす、第5条の規定は適用しない。

(1)増 築スはEk築に保る部分が増集又は改築後に専ら自動車又は自転車の停留

又は盛草のための施設(以下この条において 「自動車車庫年Jと いう。)の用途

に供するものであること。



(2)増 築前における自動車草庫等の用途に供しない部分の床面積の合計が基準

時における自動車草庫等の用遂に供しない部分の床面積の合計を超えないもの

であること。

(3)増 築又は政築後における自動車草庫等の用造に供する部分の床面積の合計

が増業天は改築後における当該建築物の床面積の合計の5分の1(改築の場合に

おいて 基 準時における自動車草庫等の用途に供する部分の床面積の合計が基

準時における当該建築物の床面積の合計の5分の1を超えているときは 基 準時

における自動車草庫等の用途に供する部分の床面積の合計)を超えないもので

あること。

3 法 第3条第2項の規定により第5条の規定の適用を受けない建築物について 用 途

変更を伴わない大規模の閉馨又は大規僕の関業者をする場合においては 法 第3

条第3項第3'及 び第4'の 規定にかかわらず、第5条の規定は適用しない。

(公売上必要な建築物等の格例)

第16粂 こ の条例の規定は 町 長が公益上必要な虐築物で用途上若しくは構造上や

むを得ないと認めて許可したもの又は地区整備計画区域内における土地の利用状

況等に熙らして周辺の健全な都市環境の確保に支醇 ないと露めて軒可した磨築

物及びその激地については、適用しない。

2 町 長は 前 項の規定によるHL可をする場合においては 寒 川町都市計画著議会

の議を経るものとする。

(委0

第17条 こ の条例の施行にB8し必要な事項は 規 則で定める。

(罰則)

第18条 次 の各号の1に該当する者は、200,000円以下の前金に処するも

(1)第 4条又は第7条の規定に連反した場合(次号に規定する場合を除く。)にお

ける当該建築物の庭集主

(2)建 築物を建築した後に当該建築物の敷地を分割したことにより 第 7条の規

定に達反することとなつた場合における当該歎地の所有者 管 理苦スほ占有者

(3)第 5条、第6条、第8条又は第9条の規定に違反した場合における当該建築物

の段計者(設計図書を用いないで工事を施工し 又 ほ設計図書に従わないでエ

事を施工した場合においては 当 該建築物の工事施工者)

(4)法 第87条第2項にlDいて判ヨする第4条の規定に連反した場合における当該

建築物の所有者、管理者又は占有者

2 前 項第3号に規定する違反があつた場合において そ の違反が建築主の故意によ

るものであるときは 当 骸設計若又は工事施二者を罰するほか、当該建築主に対

して同項の罰金刑を科する。

3 法 人の代表=又 は法人岩しくは人の代理人、使用人そのltの従業者が、その法

人又は人の業務に関し 前 家 の達反行為をしたときは、行為者を8す るほか、

その法人又は人に対して、第1項の罰金刑を科するも

附 則

この条例は 公 布の日から北行する。

別表第1(第3条関係)

醐



黛川駅北日地区地区整
備計画区域

別麦第2(第4条～第11条関係)
却 H駅北口地区地区整備計画区域

都市計画法∽和43年法律条i樺動徹招晋記窪盆樫霊占た絵債ぞ品と窪宿争瞥辞ぞ融られた区域

計画
地区
の名
称

(ア) (イ) (ウ) (工) (オ) (力) くヽキ) (ク)

建築物等の用なの制
限

建築
物の
延ペ

面積
の敷
地面
積に
対す
る割
合の
最高
限度

鷺築
物の
建築
面積
の敷
地面
積に
対
る割
合の
最高
限度

建築物の欧

催顧驚
の最

墜面の
位置の
制限

築
の
き
景
限

建
物
高
の
高
度

建築
物の
形態
又は
意匠
の制
限

かき又
はさく
の構造
の制限

中心
商業
地A
地区

次に掲げる建築物
は 建 築 してはなら
ない。
(1)1階 を住居の用
にはするもの(■居
に付属するホール、
階Frt ェレベータ
ー 廊 下 自 動車草
厚等の部分を除
く。)
(2〉 ボー リング

摂蕩そ名活ど紀ち企
瀬するもの
(3)学 校
(4)図 書館その他
これに頚するもの
0 自 動車教習所
(6)倉 庫業を営む

3長 首李
(ゆ 工 場(自家販売
のために食品製造業
を営むパン屋 米
屋 豆 腐屋 其 子屋
そのlLこれらに頚す
るもので作業場の床
面積が50平方メー ト
ル以内のものを除
く。)
(9)自 動車修電工
場
(10)危 16物の時臓
又は処理に供するも
の
(11)法 別衰第二
|ま)項第2号、(ち)
項第3'及 び第4号に
規定するもの。ただ

100平方メ
ー トル。た
だし、次の
各号のいず
れかに該当
する土地に
つV てヽは、
この限りで
,とい。
(1)公 衆便
所 巡 査派
出所その他
こ,tらに類
する公基上
必要な盛築
物の数地と
して使用す
る土地
(2)土 地区
画整理事業
により養地
された土地
で、当シ地

層督爆唇ほ
ものについ
て所有権そ
の他の権利
に基づいて
その全部を
,の 敷地と
して使用す
るもの

建築
物の外
壁若 し
くはこ
れに代
わる柱
スは建
築物に
耐属す
る工作
物は
地区計
画の計
画図1こ
表示す
る壁面
の位置
の制限
を超え
て建築
しては
ならな
V 。`

軒高
20メ
ー ト
ル



委籍 謡 ぞ親 尋
のにあつては 敷 地
が地区計画の計画図
表示の道略に面する
場合は、この限りで
ない6

周辺
商業
地C
地区

次に掲げる建築物
は建築してはならな
い 。

(1)店 欝 飲 食
店、事務所その他こ
れらに類するものの
床面積の合計が300
0平方メー トルを超

鑑需尊曾道透景叱ヽ
講 嫡勢宅

帆緩
如
旺

決に幻げる建築物
以外は建築してはな
らない。
d)店 舗 飲 食
店、事務所その他こ
れらに頚するもの
(2)ホ テル又は旅

侶)カ ラオケボツ
クスその他これに類
するもの
(4)劇 場 映 画
憶、演芸場又は観覧
場
(5)図 書館その他

心ヤ
1繍

修
療所 保 有所その他
これらに類するもの

(7)自 動車草庫
(8)自 家販売のた
めに食品製造業を営
むパン崖 米 屋、豆
腐屋 菓 子屋その他
これらに頼するもの

部笠姜安2容属夢肉
のもの
ln)公 益上必要な
農築物
(10)前 各号の2階
以上の部分を住居の
用に快するもの
(11)前 各号に付属
するホール、略段、
エレベーター、廊
下 自 動草草庫等の
用に供するもの

150平方メ
ー トノえ た
だし 次 の
各号のいず
れかに該当
する土地に
ついては、
この限りで
'よヤヽ。
(1)公 衆便
所 巡 査派
出所その他
これらに類
する公壷上
必要な建築
物の激地と
して使用す
る土地
(2)上 地区
画整理事業

皆れた控篭
で 当 該地

鰭暮母唇採
ものについ
て所有権そ
の他の権利
に基づいて
その全部を
一の数地と
して使用す
るもの

100平カメ

だじヤ次あ
容号のいず
れかに該当
する土地に
ついては
この限りで
ない。
(1)公 衆便
所、巡査派
出所その他

軒高
18メ
ー ト
ル

軒高
18メ
ート
ル



は こ の限りでな
V 。ヽ

(2)学 岐

(6)畜 舎

その他これ らに類す

島患緑品々券夕2容
ル以内のものを除
く。)
(8)自 動車を電工
場
(9)危 険物の駒"
又は処理に供するも
の も

纂 『圏 審 騒
5号却 叫下キ尾線に
面する政地にあつて
は、この限りでな
V 。`

馳離
幼
距

は窪彙3ぞ晨密香惣
い 。

えるもの(都市計画
道路3 5 5号 寒川

手言最篭そ登場碍魯
邸ぁ、ま隔駿
トル以下のものを際
く。)
(2)学 校
(3)回 手憶その他

座
1髄

(6)畜 ●
(7)工 場 (自家販売

を看懇兵今鮮東
業

これ らに類
する公雄上
必要な建築
物の政地と
して使用す
る土地
(2)土 地区
画整理事業
により換地
された土地
で、当骸地

岳雪を偏採
ものについ
て所有権そ
の他の権利
に基づいて
その全部を
一の政地と
して使用す
るもの

100平カメ

ニ官を務雪
する土地に
ついては、
このほりで
な Vヽ.

(1)公 衆便
所 巡 =派
出所その他
これ らに額
する公益上
必要な廷案
物の数地と
して使用す
ると地
(2)と 地区
画豊理事業
により張地
された土地
で、当骸地
区の規定に
適合 しない
ものについ
て所有権そ

軒お
15メ
ー ト
ル



屋 団 薦屋、業子屋
その他これらに顎す
るもので作業場の床

房安武】晋る交8災
号ただし争に該当す
る自動車修理工場を

言予警壊損才ぞ慕
愉危険物の貯病
ぁ
は処理に供するも

憎1項期鍮

ン
崎線に面する敷地に
あつては こ の限り
でない。

締
併
極

は磐奨母ぞ&秦香惣
し` 。

ll)店 舗、飲食
店、事務所その他こ

鱗 灘
えるもの
(2)ボ ーリング
場 ス ケー ト場、水
泳場その他これらに
類するもの
(3)学 校
(41 図書瞬その化

評認 盟
教会その他これ らに
瀬するもの
(6)自 動車教漕所

|:1  葺翁 (自家販売
のために食品製造業
を営むバン屋、米
屋 豆 病屋、東子屋
そのltこれらに頚す

魯患黒品笠券縁2容
ル以内のものを際

愉
)自
動車修理エ

湯
(10)危 険物の席続

の他の権利
に基づいて
その全部を
一の欧地と
して慎風す
るもの

100平カメ
ー トル。た
だし 次 の
各号のいず
れかに該当
すると地に
ついては
この限りで
ない3
(1)公 衆便

雷前誉雰透
これらに窺
する公益上
必要な建築
物の数地と
して使用す
ると地
(2)土 地[
画整理事業
により換地
された二地
で、当該地
区の規定に
適合しない
ものについ
て所有権そ
の他の権利
に基づいて
その全部を
一の教地と
して使用す
るもの

新高
15メ
ート
ル



xは 処理に供す るも
の

宅
用
区

仁
専
地

以芥ほ超整e隼懃
&'Vと宅ヽ共同41
宅、寄袴合又は下宿

〈2)住 宅で事務所、店舗 その他こ
紫ゑ皆誓ある星農多
騨盆傘雰ヌ宮雫今融
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